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１ 「社福軽減」の趣旨 

横浜市は、厚生省通知（平成 12 年 5 月 1 日老発第 474 号）「低所得者に対する介護保

険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の別添２「社会福祉法人等

による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要

綱」及び「社会福祉法人による利用者負担軽減事業実施要綱（平成 12年４月１日制定 福

高福第 627号）」に基づき社福軽減の事業を実施しています。 

この軽減は、低所得で生計困難な利用者に対し、介護保険サービスを提供する社会福

祉法人がその社会的役割として利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの

利用促進を図ることを目的とします。 

また、法人が軽減の際に負担した費用の一部を、公費（市・県・国）で助成します。 

 ※ 上図は居宅サービスの例です（特養の場合は、これに加え、Ｂが A の 10％を超えていれば超過分が

全額公費負担） 

 ※ 軽減総額(Ｂ)がＡの１%を超えない場合は、公費助成はなく、全額法人の持ち出しとなります。 

  例えば、A＝2,000,000、Ｂ＝175,000 の場合は、 

【Ｂ－（Ａの 1%）】×1/2＝77,000 円（千円未満は切捨）が助成されますが、 

      Ａ＝2,000,000、Ｂ＝18,000 の場合は、Ａの 1%（20,000 円）を超えないので助成されません。 

 

２ 軽減のしくみ 

 事業者は、利用者に対しては、利用料を請求するときに随時軽減を実施（軽減後の額で

請求）し、その実績（事業者が負担した分…つまり利用者から徴収しなかった分）を一年

間（４～３月分）集計して、上半期終了時と年度末に、それぞれ横浜市へ補助金の交付申

請と実績報告を行います。 

＜随時＞      ＜上半期終了時及び年度末＞ 

                       

 

 

                 

 

 

 

 

 

利用者 

法人負担 全利用者(軽減対象者及び対象外者）の自己負担として

法人が1/2負担 事業所が受領した額

本来受領すべき利用者負担総額　Ａ

軽減総額　Ｂ

Ａの１％

公費で1/2負担

公費負担の内訳
市1/4、県1/4、国1/2

事業者 

 

 

 

横浜市 

健康福祉

局 

軽減実績 

を集計 

利用時に確認証を 

提示 申請・報告 

軽減後の額で請求 補助金交付 

申請書を提出 

申請された内容を審査し、確認証を発行（毎年８月に更新） 
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３ 軽減実施法人 

社福軽減を実施し、補助金の助成対象となる事業所は、対象となる介護保険サービス

（「４ 対象サービス」のとおり）を実施しており、「社会福祉法人による利用者負担軽

減実施申出書」により、神奈川県知事・横浜市長に申し出をした社会福祉法人が運営す

る事業所です。（令和２年３月末現在、市内で対象サービスを提供する全ての社会福祉法

人で実施していただいています。） 

実施の申し出は法人単位で行い、その法人が運営する全ての対象サービスについて軽

減を実施します。 

申出済みの法人が別に新規事業所を開設した場合には、その事業所においても開所時

から軽減を実施することになります。その場合や名称変更等の際にも、同じ様式でお申

し出ください。 

 

 

 

４ 対象サービス 

 

  ① 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

  ② 通所介護 

  ③ 短期入所生活介護（「横浜市生活支援ショートステイ事業」を含む） 

  ④ 訪問介護（「横浜市在宅生活支援ホームヘルプ事業」を含む） 

⑤ 介護予防短期入所生活介護 

⑥ 介護予防認知症対応型通所介護 

⑦ 介護予防小規模多機能型居宅介護 

⑧ 夜間対応型訪問介護 

⑨ 小規模多機能型居宅介護 

⑩ 認知症対応型通所介護 

⑪ 地域密着型介護老人福祉施設 

⑫ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

⑬ 看護小規模多機能型居宅介護 

⑭ 地域密着型通所介護 

⑮ 第１号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業（自己負担割合が保険給

付と同様のものに限る。） 

⑯ 第１号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業（自己負担割合が保険給

付と同様のものに限る。） 

 

※ただし、生活保護受給者については、①③⑤⑪において、ユニット型個室・従来型

個室を利用した場合の居住費（滞在費）のみ軽減対象。 
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５ 軽減対象者 

 横浜市では、次のいずれかに該当する方を軽減対象としています。 

 

 第１号対象者  

  申請日の属する年度において、介護保険利用者負担段階が第１段階で、次頁の別表１

の要件１から４の全てに該当する方。 

 

 第２号対象者  

介護保険利用者負担段階が第２段階または第３段階の者で、市民税非課税世帯かつ次頁

の別表１の要件１から４の全てに該当する方。 

 

 第３号対象者  

 介護保険利用者負担段階が第３段階の者で、市民税非課税世帯かつ次頁の別表１の要件 

１から４に全てに該当する方。 

 

 第４号対象者  

 利用者負担が軽減されなければ生活保護受給者となる方。 

 

 第５号対象者  

平成25年８月１日、平成26年４月１日、平成27年４月１日、平成30年10月１日、又は令

和元年10月１日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃

止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護（予防）サービス費の支給により

居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第１号、第２号、第３号又は第４号に

該当する方。 

 

 生活保護対象者  

 生活保護受給者（介護保険の被保険者ではない被保護者を含む。）又は、中国残留邦人 

等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第 30号） 

による支援給付を受けている方。 
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別表１ 

１ 収入基準 

  アからエのいずれかに該当すること 

 世帯状況 
軽減対象者が属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の 

申請日の属する年中の収入金額の合計 

ア 単身世帯 １５０万円以下 

イ ２人世帯 ２００万円以下 

ウ ３人世帯 ２５０万円以下 

エ ４人以上の世帯 
２５０万円に、３人を超える世帯員１人につき５０万円を加

えた額以下 

 

ただし、令和２年１月１日から令和２年７月３１日までに申請を行った場合（非該当

となった場合を除く）は、対象被保険者が属する世帯の世帯主及びすべての世帯員の申

請日の属する年中の収入金額から年金生活者支援給付金の額を控除した額の合計が、ア

又はイのいずれかに該当すること。 

 

２ 資産基準 

  アからエのいずれかに該当し、かつオにも該当すること 

 世帯状況 
軽減対象者が属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の 

所有する預貯金、現金及び有価証券の合計額 

ア 単身世帯 ３５０万円以下 

イ ２人世帯 ４５０万円以下 

ウ ３人世帯 ５５０万円以下 

エ ４人以上の世帯 
５５０万円に、３人を超える世帯員１人につき１００万円を

加えた額以下 

オ 
軽減対象者が属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が居住用の土地（２００㎡以

下）及び家屋以外の不動産を所有していないこと 

 

３ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと 

 

４ 申請日の属する年度の前年度において介護保険料を滞納していないこと 
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６ 軽減の実施と内容 

 

(1) 利用者への軽減の実施 

  ① 事業者は、利用者が対象サービスを利用する時に、「社会福祉法人による利用者負

担軽減確認証（確認証）」を持っているか確認を行なってください。持っていれば提

示してもらい、有効期間内か確認します。年度更新後（８月以降）は特にご注意く

ださい。 

    なお、横浜市以外の市町村が発行した確認証であっても同様に軽減することがで

きます。ただし、軽減内容や有効期間が異なる場合がありますので、確認証をよく

ご確認ください。 

 

  ② 利用料を請求する際に、確認証に記載された減額割合で軽減を行い、請求します。

他の制度との適用関係（優先順位：P７（4）を参照）にご注意ください。 

 

 

   

 

(2) 対象費用と軽減率 

  利用者負担（［Ａ］10%負担［Ｂ］食費［Ｃ］居住費）を、確認証に記載された減額割

合で軽減します。原則として［Ａ］10%負担を 25％軽減（50％の場合もあり）、［Ｂ］食

費［Ｃ］居住費を 25％軽減（50％の場合もあり）します。 

減額割合をかけて端数が生じたときは、利用者負担分を切り上げとします。 

   

ただし、利用者負担第２段階（第３段階の場合もあり）の方が介護老人福祉施設、地

域密着型介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介

護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護を利用された場

合は、高額介護サービス費で軽減を行なうものとし、［Ａ］10％負担は軽減対象外としま

す。利用者負担第２段階（第３段階の場合もあり）の方には確認証の減額割合の欄に「適

用外あり」を印字しますので、請求の際はご注意ください。（その他のサービスについて

は印字に関係なく、[Ａ]10％負担も軽減対象となります。） 

 

記載例 

対象者サービス利用者負担 25％ 

食費・居住費       25％ 
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また、特定入所者介護（予防）サービス費の支給対象外となる方（負担限度額認定証

をお持ちでない方）が介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活

介護、介護予防短期入所生活介護を利用された場合には、食費・居住費が軽減対象外と

なります。 

 

 

 

 

(3) 生活保護対象者について  

 生活保護受給者のユニット型個室・従来型個室の居住費（短期入所生活介護・介護予防

短期入所生活介護の滞在費を含む）に係る利用者負担の全額を軽減します。 

 

(4) 他制度との関係 

 

優先順位 

 １ 特定入所者介護（予防）サービス費（補足給付）※ 

 ２ 社福軽減 

 ３ 介護サービス自己負担助成 ※ 

 ４ 高額介護サービス費 ※ 

 ※制度を利用するには、区役所保険年金課で申請する必要があります。 

 

   

 

 

  

① 特定入所者介護（予防）サービス費（補足給付） 

   ［B］食費、［C］居住費については補足給付が優先的に適用されます。補足給付の利

用者負担限度額に軽減を行います。 

 

② 社福軽減 

［A］10％負担と補足給付適用後の［B］食費、［C］居住費の金額（利用者負担限度

額）を軽減します。 

 

 ③ 介護サービス自己負担助成のうち、在宅サービス自己負担助成（この手引きでは

「在宅助成」と略します。） 

 【介護保険在宅サービス実施事業所のうち、社福軽減を実施している事業所の場合】 

   社福軽減が優先的に適用されます。 

こちらに「適用外あり」

と印字されます。 
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   在宅助成の第２・３段階助成者は、［Ａ］10％負担→５％が軽減されるので、社福軽

減で２.５％分（10％×25/100）軽減を行い、残り２.５％分を在宅助成で適用します。 

第 1 段階助成者は、［Ａ］10％負担→７％が軽減されるので、５％分（10％×50/100）

は社福軽減、残りの２％は在宅助成で適用します。第１・２・３段階助成者とも、軽

減後の［Ａ］が一定額を超えた場合は、在宅助成の定額助成が適用されます。 

 

④ 高額介護サービス費 

   社福軽減を実施後も、利用料の自己負担の上限額を超える場合は、高額介護サービ

ス費を支給します。（対象となるのは介護（介護予防）サービス、施設サービス（部屋

代・食費を除く）、地域密着型（介護予防）サービスの利用に係る自己負担分で福祉用

具購入、住宅改修における自己負担分は除く） 

   高額介護サービス費の限度額は、利用者負担段階第１、２段階が 15,000円、第３段

階が 24,600円となります。 
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【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設】 

  ［Ａ］10%負担…社福軽減により確認証に記載された減額割合に応じて軽減。 

※ただし、負担限度額認定証が２段階（３段階の場合もあり）の者については

軽減対象外です。 

  ［Ｂ］食費･･･負担限度額から確認証に記載された減額割合に応じて軽減。 

※ただし、特定入所者介護（予防）サービス費の支給対象外となる方（負担限

度額認定証をお持ちでない方）は軽減対象外です。 

  ［Ｃ］居住費･･･負担限度額から確認証に記載された減額割合に応じて軽減。 

※ただし、特定入所者介護（予防）サービス費の支給対象外となる方（負担限

度額認定証をお持ちでない方）は軽減対象外です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特養（多床室）に本入所しているａさん（利用者負担第３段階（「適用外あり」の印字

なし）、高額介護サービス費の上限月額 24,600 円）の１か月（30 日）の介護サービス

費（10 割）が 300,000 円、食費が 19,500 円（日額 650 円）、居住費 11,100 円（日額

370 円）の場合 

 ■保険給付 300,000×90%＝270,000 

 ◆軽減① 社福軽減 介護サービス費 30,000×25/100＝7,500 

           食費      19,500×25/100＝4,875 

           居住費     11,100×25/100＝2,775 

 ◆軽減② 高額介護サービス費 （300,000－■270,000－◆①7,500）－24,600≦0 

 ●本人負担 （300,000－■270,000－◆①7,500）＋（19,500－◆①4,875) 

＋（11,100－◆①2,775）＝45,450 

≪注意≫ 

事業所では、◆①のみを社福軽減実績として計上します。 

 

  

 

例１ 

特養（ユニット型）に本入所しているｂさん（利用者負担第２段階、高額介護サービ

ス費の上限月額 15,000 円）の１か月（30 日）の介護サービス費（10 割）が 300,000

円、食費が 11,700 円（日額 390 円）、居住費 24,600 円（日額 820 円）の場合 

 ■保険給付 300,000×90%＝270,000 

 ◆軽減① 社福軽減 介護サービス費 軽減対象外 

           食費      11,700×25/100＝2,925 

           居住費     24,600×25/100＝6,150 

◆軽減② 高額介護サービス費 （300,000－■270,000）－15,000＝15,000 

  ※後日、利用者へ償還されるため、施設請求時には影響しない。 

●本人負担 （300,000－■270,000）＋（11,700－◆①2,925）＋（24,600－◆①6,150)

＝57,225 【施設請求時】 

  ※高額介護サービス費の償還払い後、最終的な本人負担は 42,225円となります。 

≪注意≫ 

事業所では、◆①のみを社福軽減実績として計上します。 

  

 

例２ 

計 算 例 
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特養（従来型個室）に本入所しているｃさん（利用者負担第１段階、高額介護サービ

ス費の上限月額 15,000 円）の１か月（30 日）の介護サービス費（10 割）が 300,000

円、食費が 9,000 円（日額 300 円）、居住費 9,600 円（日額 320 円）の場合 

 ■保険給付 300,000×90%＝270,000 

 ◆軽減① 社福軽減 介護サービス費 30,000×50/100＝15,000 

           食費      9,000×50/100＝4,500 

           居住費     9,600×50/100＝4,800 

◆軽減② 高額介護サービス費 （300,000－■270,000－◆①15,000）－15,000≦0 

 ●本人負担 （300,000－■270,000－◆①15,000）＋（9,000－◆①4,500) 

＋（9,600－◆①4,800）＝24,300 

≪注意≫ 

事業所では、◆①のみを社福軽減実績として計上します。 

  

 

例３ 

特養（ユニット型個室）に本入所しているｄさん（生活保護受給者、利用者負担第 1

段階、高額介護サービス費の上限月額 15,000 円）の 1 か月（30 日）の介護サービス費

（10 割）が 300,000 円、食費が 9,000 円（日額 300 円）、居住費 24,600 円（日額 820

円）の場合 

 ■保険給付 300,000×90%＝270,000 

 ◆軽減① 社福軽減 介護サービス費      

           食費            

           宿泊費     24,600×100/100＝24,600 

●本人負担 （24,600－◆①24,600）＝0 

≪注意≫ 

事業所では、◆①のみを社福軽減実績として計上します。 

例４ 

生活保護からの支給。 

施設が国保連へ請求を行う

ので利用者負担はなし。 

特養（ユニット型個室）に本入所している e さん（利用者負担第３段階（「適用外あり」

の印字なし）、高額介護サービス費の上限月額 24,600 円、特定入所者介護（予防）サ

ービス費の支給対象外）の   1 か月（30 日）の介護サービス費（10 割）が 300,000

円、食費が 41,400 円（日額 1,380 円）、居住費 59,100 円（日額 1,970 円）の場合。 

 ■保険給付 300,000×90%＝270,000 

 ◆軽減① 社福軽減 介護サービス費  30,000×25/100＝7,500 

           食費       軽減対象外 

           宿泊費      軽減対象外 

◆軽減② 高額介護サービス費（300,000－■270,000－◆①7,500）－24,600≦0 

●本人負担 （300,000－■270,000－◆①7,500）＋41,400＋59,100＝123,000 

 

例５ 
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【小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護】 

  ［Ａ］10%負担…社福軽減により確認証に記載された減額割合に応じて軽減。 

※ただし、負担限度額認定証が２段階（３段階の場合もあり）の者については

軽減対象外です。 

  ［Ｂ］食費･･･社福軽減により確認証に記載された減額割合に応じて軽減。 

  ［Ｃ］宿泊費･･･社福軽減により確認証に記載された減額割合に応じて軽減。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※例７は小規模多機能型居宅介護のみ該当します。（介護予防小規模多機能型

居宅介護は介護サービス費も軽減対象となります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「社福軽減・在宅助成（助成率 7/100）」の証を持っているｄさん（利用者負担第１段

階、高額介護サービス費の上限月額 15,000 円）が小規模多機能型居宅介護を利用した

時の介護サービス費（10 割）が 200,000 円、食費が 3,000 円、宿泊費 8,200 円（日額

820 円）の場合 

 ■保険給付 200,000×90%＝180,000 

 ◆軽減① 社福軽減 介護サービス費 20,000×50/100＝10,000（社福） 

           食費      3,000×50/100＝1,500 

           宿泊費     8,200×50/100＝4,100 

 ◆軽減② 在宅助成 （200,000×7％）－10,000（社福）＝4,000（在サ） 

●本人負担 （200,000－■180,000－◆①10,000－◆②4,000） 

＋（3,000－◆①1,500）＋（8,200－◆①4,100）＝11,600円 

≪注意≫ 

事業所では、◆①のみを社福軽減実績として計上します。◆②の軽減分については

横浜市より事業所の指定口座へ振込みを行います。 

例６ 

「社福軽減・在宅助成（助成率 5/100）」の証を持っている e さん（利用者負担第 2 段

階、高額介護サービス費の上限月額 15,000 円）が小規模多機能型居宅介護を利用した

時の介護サービス費（10 割）が 200,000 円、食費が 3,200 円、宿泊費 8,200 円の場合 

 ■保険給付 200,000×90%＝180,000 

 ◆軽減① 社福軽減 介護サービス費 軽減対象としない 

           食費      3,200×25/100＝800 

           居住費     8,200×25/100＝2,050 

◆軽減② 在宅助成（200,000×５％）＝10,000 

●本人負担 （200,000－■180,000－◆②10,000）＋（3,200－◆①800円） 

＋（8,200－◆①2,050）＝18,550円 

≪注意≫ 

事業所では、◆①のみを社福軽減実績として計上します。◆②の軽減分については

横浜市より事業所の指定口座へ振込みを行います。 

 

例７ 
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【短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護】 

  ［Ａ］10%負担…社福軽減により確認証に記載された減額割合に応じて軽減。 

  ［Ｂ］食費･･･負担限度額から確認証に記載された減額割合に応じて軽減。 

  ［Ｃ］滞在費、宿泊費･･･負担限度額から確認証に記載された減額割合に応じて軽減。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「社福軽減・在宅助成（助成率 7/100）」の証を持っているｇさん（利用者負担第１段

階、高額介護サービス費の上限月額 15,000 円）が特養のユニット型個室に 10 日間シ

ョートステイした 10 日分の介護サービス費（10 割）が 100,000 円、食費が 3,000 円

（日額 300 円）、滞在費 8,200 円（日額 820 円）の場合 

 ■保険給付 100,000×90%＝90,000 

 ◆軽減① 社福軽減 介護サービス費 10,000×50/100＝5,000（社福） 

           食費      3,000×50/100＝1,500 

           滞在費     8,200×50/100＝4,100 

 ◆軽減② 在宅助成 （100,000×7％）－5,000（社福）＝2,000 

●本人負担 （100,000－■90,000－◆①5,000－◆②2,000）＋（3,000－◆①1,500）

＋（8,200－◆①4,100）＝8,600円 

≪注意≫ 

事業所では、◆①のみを社福軽減実績として計上します。◆②の軽減分については

横浜市より事業所の指定口座へ振込みを行います。 

例９ 

「社福軽減・在宅助成（助成率 5/100）」の証を持っているｆさん（利用者負担第３段

階（「適用外あり」の印字なし）、高額介護サービス費の上限月額 24,600 円）が小規模

多機能型居宅介護を利用した時介護サービス費（10 割）が 200,000 円、食費が 3,200

円、居住費 8,200 円の場合 

 ■保険給付 200,000×90%＝180,000 

 ◆軽減① 社福軽減 介護サービス費 20,000×25/100＝5,000（社福） 

           食費      3,200×25/100＝800 

           居住費     8,200×25/100＝2,050 

 ◆軽減② 在宅助成 （200,000×５％）－5,000（社福）＝5,000 

 ◆軽減③ 高額介護サービス費 （200,000-180,000－◆①5,000－◆②5,000） 

－24,600≦0 

●本人負担 （200,000－■180,000－◆①5,000－◆②5,000） 

＋（3,200－◆①800円）＋(8,200－◆①2,050)＝18,550円 

≪注意≫ 

事業所では、◆①のみを社福軽減実績として計上します。◆②の軽減分については

横浜市より事業所の指定口座へ振込みを行います。 

 

例８ 
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「社福軽減・在宅助成（助成率 5/100）」の証を持っているｈさん（利用者負担第 2 段

階、高額介護サービス費の上限月額 15,000 円）が特養のユニット型個室に 10 日間シ

ョートステイした 10 日分の介護サービス費（10 割）が 100,000 円、食費負担が 3,900

円（日額 390 円）、滞在費 8,200 円（日額 820 円）の場合 

 ■保険給付 100,000×90%＝90,000 

 ◆軽減① 社福軽減 介護サービス費 10,000×25/100＝2,500（社福） 

           食費      3,900×25/100＝975 

           滞在費     8,200×25/100＝2,050 

 ◆軽減② 在宅助成 （100,000×５％）－2,500（社福）＝2,500 

●本人負担 （100,000－■90,000－◆①2,500－◆②2,500） 

＋（3,900－◆①975円）＋(8,200－◆①2,050)＝14,075円 

≪注意≫ 

事業所では、◆①のみを社福軽減実績として計上します。◆②の軽減分については

横浜市より事業所の指定口座へ振込みを行います。 

 

例 10 

「社福軽減・在宅助成（助成率 5/100）」の証を持っているｉさん（利用者負担第 2 

段階、高額介護サービス費の上限月額 15,000 円、特定入所者介護（予防）サービス費

の支給対象外）が特養のユニット型個室に 10 日間ショートステイした 10 日分の介護

サービス費（10 割）が 100,000 円、食費負担が 13,800 円（日額 1,380 円）、滞在費

19,700 円（日額 1,970 円）の場合 

 ■保険給付 100,000×90%＝90,000 

 ◆軽減① 社福軽減 介護サービス費 10,000×25/100＝2,500（社福） 

           食費      軽減対象外 

           居住費     軽減対象外 

 ◆軽減② 在宅助成 （100,000×５％）－2,500（社福）＝2,500 

●本人負担 （100,000－■90,000－◆①2,500－◆②2,500） 

＋13,800＋19,700＝38,500円 

≪注意≫ 

事業所では、◆①のみを社福軽減実績として計上します。◆②の軽減分については

横浜市より事業所の指定口座へ振込みを行います。 

 

例 11 
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【通所介護・訪問介護等】 

  ［Ａ］10%負担…社福軽減により確認証に記載された減額割合に応じて軽減。 

  ［Ｂ］食費･･･社福軽減により確認証に記載された減額割合に応じて軽減。 

 

   軽減後の［Ａ］が上限額を超えていたら、超過分を高額介護サービス費として償還

を受けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

「社福減免・在宅助成（助成率 7/100）」の証を持っているｋさん（高額介護サービス

費の上限月額 15,000 円）の訪問介護の１か月の介護サービス費（10 割）が 50,000 円

の場合 

 ■保険給付 50,000×90%＝45,000 

 ◆軽減① 社福軽減  5,000×50/100＝2,500（社福） 

 ◆軽減② 在宅助成 （50,000×7%）－2500（社福）＝1,000 

 ●本人負担 50,000－■45,000－◆①2,500－◆②1,000＝1,500 

≪注意≫ 

事業所では、◆①のみを社福軽減実績として計上します。◆②の軽減分については横浜

市より事業所の指定口座へ振込みを行います。 

  

 

例 13 

「社福減免・在宅助成（助成率 5/100）」の証を持っているｊさん（高額介護サービス

費の上限月額 15,000 円）の通所介護の１か月の介護サービス費（10 割）が 180,000

円、食費が 20,000 円の場合 

 ■保険給付 180,000×90%＝162,000 

 ◆軽減① 社福軽減 介護サービス費 18,000×25/100＝4,500（社福） 

           食費      20,000×25/100＝5,000 

 ◆軽減② 在宅助成 (180,000×5%)－4,500（社福）＝4,500 

 ◆軽減③ 高額介護サービス費  

(180,000－162,000)－◆①4,500－◆②4,500－15,000≦0 

 ●本人負担 （180,000－■162,000－◆①4,500－◆②4,500） 

＋（20,000－◆①5,000）＝24,000 

≪注意≫ 

事業所では、◆①のみを社福軽減実績として計上します。◆②の軽減分については

横浜市より事業所の指定口座へ振込みを行います。 

例 12 
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「在宅助成」と「社福軽減」の適用関係（フローチャート） 

あなたが利用しているサービスはど
れですか？

① 特別養護老人ホーム（入所）、
地域密着型介護老人福祉施設、小
規模多機能型居宅介護

② 訪問介護・通所介護、短期入所
生活介護、夜間対応型訪問介護、
認知症対応型通所介護、介護予防
訪問介護、介護予防通所介護、介
護予防短期入所生活介護、介護予
防小規模多機能型居宅介護、介護
予防認知症対応型通所介護、定期
巡回・随時対応型訪問介護看護、
看護小規模多機能型居宅介護、地
域密着型通所介護、第１号訪問事
業のうち介護予防訪問介護に相当
する事業（自己負担割合が保険給
付と同様のものに限る。）、第１号
通所事業のうち介護予防通所介護
に相当する事業（自己負担割合が
保険給付と同様のものに限る。）、
認知症対応型共同生活介護の短
期利用、特定施設入居者生活介護
の短期利用

③ 上記以外の在宅サービス

①

介護サービス費の10％負担
食費の負担額
居住費の負担額

※介護保険利用者負担段階が第２段階の者については、介護サービス費の
１０％負担については軽減対象としない（負担軽減は高額介護サービス費で
対応）。

※特定入所者介護（予防）サービス費の支給対象外となる方は、食費・居住

費は軽減対象としない。

社福軽減

×確認証に記載さ
れた減額割合

②

事業者は
社会福祉
法人です
か？

いいえ

介護サービス費の10％負担が、
① 第１段階助成者→ ３％に
② 第２・３段階助成者→ ５％に

減額されます。

減額後の自己負担額が
① 第１段階助成者→ 月 4,500円
② 第２段階助成者→ 月 7,500円
③ 第３段階助成者→ 月12,300円

を超えた場合は、超過分を利用者の口座へ振込みます
【定額助成】

在宅助成

③

は
い

在宅助成は、
第１段階(７％助成)、
第２・３段階(５％助
成)どちらですか？

第２・３段階

第
1
段
階

軽減後の自己負担額が、第１段
階助成者で月4,500円、第２段階
助成者で7,500円、第３段階助成
者で月12,300円を超えています
か？

超過分が利用者の口座へ振り込まれ
ます【定額助成】

在宅助成

は
い

＋

介護サービス費の10％負担
食費の負担額

居住費（滞在費）及び宿泊費

軽減後の自己負担額が「高額介護サービス費自己負担上限額（月24,600円または月15,000円）」を超えた場合は、超過
分が利用者の口座に振り込まれます。

×確認証に記載された
減額割合（25/100）

介護サービス費の１０％負担につ
いてさらに2.5％分を助成

社福軽減 在宅助成

＋

介護サービス費の10％負担

食費の負担額

居住費（滞在費）及び宿泊費

在宅助成は介護サービス費の10％負担が３%に減額となるので、社福軽減で50/100（すなわち５％）
に軽減された残りのうち、２％分に対し在宅助成が適用されます。

×確認証に記載さ
れた減額割合

（50/100）

社福軽減 在宅助成

介護サービス費の１０％負担につ
いてさらに２％分を助成

 

※生活保護対象者を除く。 



 
社福軽減 実施のてびき（Ｒ２.６月版） 

 - 16 - 

７ 事業者が負担した軽減実績に対する補助金 

 

  補助金は、４月から３月分で算定します。 

 

４月         軽減実施         ３月 

 

 

 

 

 

 

 

① 軽減実績（事業者が負担している額）を、サービスごと、対象者ごとに集計しておき 

ます。 

 

② 年度途中に「補助金見込調査」を行います。（11 月調査）その時点の実績をもとに、軽

年間の軽減実施見込みを推計し、補助金の見込額を報告していただきます。 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ １／２
公費分

Ｇ Ｈ

(実人員数)人

介護福祉施設サービス Ａ１ 87,988,738 Ｂ１ 1,944,932 Ｃ１ 8,798,873 Ｄ１ 0 Ｅ１ 879,887 Ｆ１ 532,522 Ｇ１ 532,522 Ｈ１
532,000

（人数） (11)人
地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活
介護

Ａ２ Ｂ２
0

Ｃ２
0

Ｄ２
0

Ｅ２
0

Ｆ２
0

Ｇ２
0

Ｈ２

0
（人数） (0)人

計 Ａ３ 87,988,738 Ｂ３ 1,944,932 Ｃ３ Ｄ３ Ｅ３ 879,887 Ｆ３ 532,522 Ｇ３ 532,522 Ｈ３ 532,000

(11)人

項目
Ａ Ｂ

軽減総額
Ｃ

10％相当額
Ｄ

全額公費分
Ｅ 控除額

１％相当額

Ｆ １／２

公費分

Ｇ
助成額（円）

Ｈ

助成請求額（円）

(実人員数)人
（Ａ×0.1） （Ｂ-Ｃ） （Ａ×0.01） （Ｄ＋Ｆ）

訪問介護
Ａ４ Ｂ４

0
Ｃ４ Ｄ４ Ｅ４

0
Ｆ４

0
Ｇ４

0
Ｈ４

0

（人数） (0)人

通所介護
Ａ５ Ｂ５

0
Ｃ５ Ｄ５ Ｅ５

0
Ｆ５

0
Ｇ５

0
Ｈ５

0

（人数） (0)人

短期入所生活介護
Ａ６ Ｂ６ Ｃ６ Ｄ６ Ｅ６

0
Ｆ６

0
Ｇ６

0
Ｈ６

0

（人数） (3)人

夜間対応型訪問介護
Ａ７ Ｂ７

0
Ｃ７ Ｄ７ Ｅ７

0
Ｆ７

0
Ｇ７

0
Ｈ７

0

（人数） (0)人

認知症対応型通所介護
Ａ８ Ｂ８

0
Ｃ８ Ｄ８ Ｅ８

0
Ｆ８

0
Ｇ８

0
Ｈ８

0

（人数） (0)人

小規模多機能型居宅介護
Ａ９ Ｂ９

0
Ｃ９ Ｄ９ Ｅ９

0
Ｆ９

0
Ｇ９

0
Ｈ９

0

（人数） (0)人

介護予防訪問介護
Ａ１０ Ｂ１０

0
Ｃ１０ Ｄ１０ Ｅ１０

0
Ｆ１０

0
Ｇ１０

0
Ｈ１０

0

（人数） (0)人

介護予防通所介護
Ａ１１ Ｂ１１

0
Ｂ１１ Ｄ１１ Ｅ１１

0
Ｆ１１

0
Ｇ１１

0
Ｈ１１

0

（人数） (0)人

介護予防短期入所生活
介護

Ａ１２ Ｂ１２
0

Ｂ１２ Ｄ１２ Ｅ１２
0

Ｆ１２
0

Ｇ１２
0

Ｈ１２

0

（人数） (0)人

介護予防認知症対応型
通所介護

Ａ１３ Ｂ１３
0

Ｃ１３ Ｄ１３ Ｅ１３
0

Ｆ１３
0

Ｇ１３
0

Ｈ１３

0

（人数） (0)人

介護予防小規模多機能
型居宅介護

Ａ１４ Ｂ１４
0

Ｃ１４ Ｄ１４ Ｅ１４
0

Ｆ１４
0

Ｇ１４
0

Ｈ１４

0

（人数） (0)人

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

Ａ１５ Ｂ１５
0

Ｃ１５ Ｄ１５ Ｅ１５
0

Ｆ１５
0

Ｇ１５
0

Ｈ１５

0

（人数） (0)人

看護小規模多機能型居
宅介護

Ａ１６ Ｂ１６
0

Ｃ１６ Ｄ１６ Ｅ１６
0

Ｆ１６
0

Ｇ１６
0

Ｈ１６

0

（人数） (0)人

第１号訪問事業
Ａ１７ Ｂ１６

0
Ｃ１６ Ｄ１６ Ｅ１６

0
Ｆ１６

0
Ｇ１６

0
Ｈ１６

0

（人数） (0)人

第１号通所事業
Ａ１８ Ｂ１６

0
Ｃ１６ Ｄ１６ Ｅ１６

0
Ｆ１６

0
Ｇ１６

0
Ｈ１６

0

（人数） (0)人

計
Ａ１９

0
Ｂ１７

0
Ｃ１７ Ｄ１７ Ｅ１７

0
Ｆ１７

0
Ｇ１７

0
Ｈ１７

0

(3)人

I

1,412,932
ｋ 532,000

(14)人

（表中の※の説明）

※１　軽減総額が10％相当額より小さいときはＤ１～２に「０」を記入する。

※２　軽減総額が10％相当額より大きいときに使用する計算式

※３　軽減総額が10％相当額より小さいときに使用する計算式

※４　軽減総額が10％相当額より大きいときに使用する計算式

※５　軽減総額が控除額１％相当額より小さいときはＦ１～２に「０」を記入する。

※６　軽減総額が１％相当額より大きいときに使用する計算式

※７　軽減総額が控除額１％相当額より小さいときはＦ３～１６に「０」を記入する。

※８　表中Ｉ軽減総額合計から様式９、１０号のＢ２と様式１１～１３号のＤ２～Ｆ２及び様式１４～１６号のＣ２、Ｄ２の合計を引いた額を記入する。

第２号様式の17
総括表

（Ａ×0.１）

本来受領すべき
利用者負担総額
（全利用者）

助成額（円）

※６(B4～14-E4～14)×0.5

※７(B4～14<E4～14）＝0

※３(Ｂ-Ｅ)×0.5

※４(Ｃ-Ｅ)×0.5

※５(Ｂ<Ｅ)＝0

控除額
１％相当額

１０％相当額

特別養護老人ホーム　○○○

（Ｄ＋Ｆ）

項目 軽減総額本来受領すべき
利用者負担総額
（全入所者）

全額公費分

軽減合計
（Ｂ３+Ｂ1７）

（Ｄ＋Ｆ）
※１（Ｂ＜Ｃ）＝0

※２(Ｂ－Ｃ) （Ａ×0.01）

1,944,932
Ｊ施設負担額

※８（Ｉ-（様式９、１０号のＢ２＋様

式１１～１３号のＤ２～Ｆ２＋様式１

４号～１６号のＣ２、Ｄ２））

補助額合計
（H３＋H１7）

助成請求額（円）

（Ｄ＋Ｆ）

 

11

月

調

査 

実

績

報

告 

交

付

申

請 

交
付
決
定 

補
助
金
確
定 

補
助
金
支
払 

軽減実績（調査対象期間

の実績・見込） 

補助金 

見込額 

全利用者（軽減対象

者以外も含む）に対

して請求する 10％

（又は 20％）負担・

食費・居住費（軽減

対象者は軽減前の金

額）の合計を記入。

（4～9 月分×２倍） 
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③ 11 月調査の結果で「補助金あり（見込）」となった事業者は、その額（この例では 532,000

円）で補助金交付申請書を作成し提出します。 

横浜市以外が発行した証により軽減を行った場合には、当該市町村の方法（様式）に

より申請します。なお、横浜市は独自の方法を採っていますので、その他の市町村の軽

減及び補助金算定については当該市町村へお問合せください。 

 

④ 年度終了後（４月）に軽減実績を確定させ報告します。 

実績報告書には確定した補助金額（この例では 486,000 円）を記入し、請求書類も作

成します。 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ １／２
公費分

Ｇ Ｈ

(実人員数)人

介護福祉施設サービス Ａ１ 88,258,145 Ｂ１ 1,854,652 Ｃ１ 8,825,814 Ｄ１ 0 Ｅ１ 882,581 Ｆ１ 486,035 Ｇ１ 486,035 Ｈ１
486,000

（人数） (10)人
地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活
介護

Ａ２ Ｂ２
0

Ｃ２
0

Ｄ２
0

Ｅ２
0

Ｆ２
0

Ｇ２
0

Ｈ２

0
（人数） (0)人

計 Ａ３ 88,258,145 Ｂ３ 1,854,652 Ｃ３ Ｄ３ Ｅ３ 882,581 Ｆ３ 486,035 Ｇ３ 486,035 Ｈ３ 486,000

(10)人

項目
Ａ Ｂ

軽減総額
Ｃ

10％相当額
Ｄ

全額公費分
Ｅ 控除額

１％相当額

Ｆ １／２

公費分

Ｇ
助成額（円）

Ｈ

助成請求額（円）

(実人員数)人
（Ａ×0.1） （Ｂ-Ｃ） （Ａ×0.01） （Ｄ＋Ｆ）

訪問介護
Ａ４ Ｂ４

0
Ｃ４ Ｄ４ Ｅ４

0
Ｆ４

0
Ｇ４

0
Ｈ４

0

（人数） (0)人

通所介護
Ａ５ Ｂ５

0
Ｃ５ Ｄ５ Ｅ５

0
Ｆ５

0
Ｇ５

0
Ｈ５

0

（人数） (0)人

短期入所生活介護
Ａ６ Ｂ６ Ｃ６ Ｄ６ Ｅ６

0
Ｆ６

0
Ｇ６

0
Ｈ６

0

（人数） (3)人

夜間対応型訪問介護
Ａ７ Ｂ７

0
Ｃ７ Ｄ７ Ｅ７

0
Ｆ７

0
Ｇ７

0
Ｈ７

0

（人数） (0)人

認知症対応型通所介護
Ａ８ Ｂ８

0
Ｃ８ Ｄ８ Ｅ８

0
Ｆ８

0
Ｇ８

0
Ｈ８

0

（人数） (0)人

小規模多機能型居宅介護
Ａ９ Ｂ９

0
Ｃ９ Ｄ９ Ｅ９

0
Ｆ９

0
Ｇ９

0
Ｈ９

0

（人数） (0)人

介護予防訪問介護
Ａ１０ Ｂ１０

0
Ｃ１０ Ｄ１０ Ｅ１０

0
Ｆ１０

0
Ｇ１０

0
Ｈ１０

0

（人数） (0)人

介護予防通所介護
Ａ１１ Ｂ１１

0
Ｂ１１ Ｄ１１ Ｅ１１

0
Ｆ１１

0
Ｇ１１

0
Ｈ１１

0

（人数） (0)人

介護予防短期入所生活
介護

Ａ１２ Ｂ１２
0

Ｂ１２ Ｄ１２ Ｅ１２
0

Ｆ１２
0

Ｇ１２
0

Ｈ１２

0

（人数） (0)人

介護予防認知症対応型
通所介護

Ａ１３ Ｂ１３
0

Ｃ１３ Ｄ１３ Ｅ１３
0

Ｆ１３
0

Ｇ１３
0

Ｈ１３

0

（人数） (0)人

介護予防小規模多機能
型居宅介護

Ａ１４ Ｂ１４
0

Ｃ１４ Ｄ１４ Ｅ１４
0

Ｆ１４
0

Ｇ１４
0

Ｈ１４

0

（人数） (0)人

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

Ａ１５ Ｂ１５
0

Ｃ１５ Ｄ１５ Ｅ１５
0

Ｆ１５
0

Ｇ１５
0

Ｈ１５

0

（人数） (0)人

看護小規模多機能型居
宅介護

Ａ１６ Ｂ１６
0

Ｃ１６ Ｄ１６ Ｅ１６
0

Ｆ１６
0

Ｇ１６
0

Ｈ１６

0

（人数） (0)人

第１号訪問事業
Ａ１７ Ｂ１６

0
Ｃ１６ Ｄ１６ Ｅ１６

0
Ｆ１６

0
Ｇ１６

0
Ｈ１６

0

（人数） (0)人

第１号通所事業
Ａ１８ Ｂ１６

0
Ｃ１６ Ｄ１６ Ｅ１６

0
Ｆ１６

0
Ｇ１６

0
Ｈ１６

0

（人数） (0)人

計
Ａ１９

0
Ｂ１７

0
Ｃ１７ Ｄ１７ Ｅ１７

0
Ｆ１７

0
Ｇ１７

0
Ｈ１７

0

(3)人

I

1,345,652
ｋ 486,000

(13)人

（表中の※の説明）

※１　軽減総額が10％相当額より小さいときはＤ１～２に「０」を記入する。

※２　軽減総額が10％相当額より大きいときに使用する計算式

※３　軽減総額が10％相当額より小さいときに使用する計算式

※４　軽減総額が10％相当額より大きいときに使用する計算式

※５　軽減総額が控除額１％相当額より小さいときはＦ１～２に「０」を記入する。

※６　軽減総額が１％相当額より大きいときに使用する計算式

※７　軽減総額が控除額１％相当額より小さいときはＦ３～１６に「０」を記入する。

第２号様式の17
総括表

（Ａ×0.１）

本来受領すべき
利用者負担総額
（全利用者）

助成額（円）

※６(B4～14-E4～14)×0.5

※７(B4～14<E4～14）＝0

※３(Ｂ-Ｅ)×0.5

※４(Ｃ-Ｅ)×0.5

※５(Ｂ<Ｅ)＝0

控除額
１％相当額

１０％相当額

特別養護老人ホーム　○○○

（Ｄ＋Ｆ）

項目 軽減総額本来受領すべき
利用者負担総額
（全入所者）

全額公費分

軽減合計
（Ｂ３+Ｂ1７）

（Ｄ＋Ｆ）
※１（Ｂ＜Ｃ）＝0

※２(Ｂ－Ｃ) （Ａ×0.01）

1,854,652
Ｊ施設負担額

※８（Ｉ-（様式９、１０号のＢ２＋様

式１１～１３号のＤ２～Ｆ２＋様式１

４号～１６号のＣ２、Ｄ２））

補助額合計
（H３＋H１7）

助成請求額（円）

（Ｄ＋Ｆ）

 

 

 

 

軽減対象者以外も

合わせた、全利用者

分の 10％（又は

20％）負担＋食費＋

居住費（軽減対象者

は軽減前の金額）

(４月～翌年３月分

の実績) 

軽減実績（対象期

間で確定した額） 

補助金額 

（実績報告書・請

求書類はこの額

で作成します。） 
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第 4 号様式 

補助金実績報告書 

令和**年**月**日 

（申請先）横浜市長 

 

住所   横浜市中区港町 999 

法人名  社会福祉法人 港会 

代表者職氏名 理事長 横浜 太郎 

 

 

平成**年**月**日に横浜市健高施第○○号で交付決定を受け

た標記補助金に係る実績について、次のとおり関係書類を添えて

報告します。 

 

１ 申請金 金 486,000 円 

２ 関係書類 

  ･･････ 

 

 

  ⑤ 横浜市は、③の事業者に対し、④で確定した額の補助金を交付します。 

 

 

補助金算定方法（例） 

 

◎ 留意事項（全サービス共通） 

・ Ａ本来受領すべき利用者負担総額には、軽減対象でない人も含めた全利用者の利用

者負担（10％（又は 20％）負担・食費・居住費（滞在費、宿泊費））を入れます。軽

減対象者分は軽減前の額で計上、未納があっても受領したものとして計上します。 

・ Ｂ軽減総額には、事業者が負担した分（例：デイ 10%負担が 949円の場合、475円が

本人負担、474円が事業者負担）の対象期間ごとの金額（11月調査では４月～９月分の

見込額、実績調査では４～３月分の実績額）を入れます。 

 

≪全サービス共通の注意事項≫ 

※ 次項からの例では、計算式をわかりやすくするため、全員、第１号対象者で利用者負担割合

を１割と想定し、数値を代入していますが、実際には利用者ごとに金額が異なり、入退所等の

人数の増減もあるので、実績の金額で計算することになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事

長印 
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★ 特養、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護の場合 

★　特養、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護の場合

・特養aホームでは、入所者100人のうち1人が減免対象者
・一人あたりの利用者負担（10%負担・食費・居住費の合計）が500,000円（軽減前）

減免対象者 減免対象者以外

(1人) (99人)

自己負担 自己負担

補助要綱【第２号様式の13】の記入例
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

Ａ１ Ｂ１ Ｃ１ Ｄ１ Ｅ１ Ｆ１ Ｇ１ Ｈ１

人

法人負担額 （Ｂ－Ｇ）

助成請求額
（千円）

（Ｄ＋Ｆ）

00 500,000

減免総額　Ｂ

250,000円

介護福祉施設
サービス
（人数）

50,000,000 250,000

本来受領すべき

利用者負担総額

（全入所者）

軽減総額(実人

員数)人

5,000,000

250,000円

Ａの1%　500,000円

法人負担

250,000円

全入所者(減免対象者及び対象者以外）の自己負担として

事業所が受領した額

（＠250,000×1人＋＠500,000×99人）

49,750,000円

助成額（円）（Ｄ

＋Ｆ）

500,000円

250,000

0 0

本来受領すべき利用者負担総額　Ａ　50,000,000円

10％相当額（Ａ

×0.１）

全額公費分※１

（Ｂ＜Ｃ）＝0

※２(Ｂ－Ｃ)

控除額

１％相当額（Ａ×

0.01）

１／２

公費分※３(Ｂ-Ｅ)×0.5

※４(Ｃ-Ｅ)×0.5

※５(Ｂ<Ｅ)＝0

1

減免

aホームは
補助金なし

=A1×0.1 B1＞C1 =A1×0.01 B1＞D1 =D1+F1

例１

 

 

 

 

・特養cホームでは、入所者100人のうち11人が減免対象者
・一人あたりの利用者負担（10%負担・食費・居住費の合計）が500,000円（軽減前）

減免対象者 減免対象者以外

(11人) (89人)

自己負担 自己負担

補助要綱【第２号様式の13】の記入例
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

Ａ３ Ｂ３ Ｃ３ Ｄ３ Ｅ３ Ｆ３ Ｇ３ Ｈ１

人

法人負担額 （Ｂ－Ｇ）

助成請求額
（千円）

（Ｄ＋Ｆ）

1,125,000

7

1,625,000

１／２

公費分※３(Ｂ-Ｅ)×0.5

※４(Ｃ-Ｅ)×0.5

※５(Ｂ<Ｅ)＝0

助成額（円）（Ｄ

＋Ｆ）

介護福祉施設
サービス
（人数）

50,000,000 2,750,000
5,000,000 0

500,000 1,125,000 1,125,000

Ａの１％

減免総額　Ｂ　2,750,000円

本来受領すべき利用者負担総額　Ａ　50,000,000円

Ａの10％　5,000,000円

本来受領すべき

利用者負担総額

（全入所者）

軽減総額(実人

員数)人

10％相当額（Ａ

×0.１）

全額公費分※１

（Ｂ＜Ｃ）＝0

※２(Ｂ－Ｃ)

控除額

１％相当額（Ａ×

0.01）

控除分 法人が1/2負担 47,250,000円

1,125,000円（千円未満切上） （＠25,000×11人＋＠50,000×89人）

法人負担 公費で1/2負担 全利用者(減免対象者及び対象者以外）の自己負担として

500,000円 1,125,000円（千円未満切捨） 事業所が受領した額

250,000円 250,000円 500,000円

減免

ｃホームは
補助金あり

=A3×0.01 =(B3-E3)×0.5 =F3（千円未満切捨）

例２
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★ 特養、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護以外の場合 

・dデイサービスの利用者40人のうち7人が減免対象者
・一人あたりの利用者負担（10%負担・食費の合計）が50,000円（軽減前）

減免対象者 減免対象者以外

(7人) (33人)

自己負担 自己負担

補助要綱【第２号様式の13】の記入例
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

Ａ３ Ｂ３ Ｃ３ Ｄ３ Ｅ３ Ｆ３ Ｇ３ Ｈ１

人

法人負担額 （Ｂ－Ｇ）

助成請求額
（千円）

（Ｄ＋Ｆ）

77,000175,000 20,000 77,500 77,000

7

通所介護
2,000,000

助成額（円）（Ｄ

＋Ｆ）

98,000

本来受領すべき

利用者負担総額

（全入所者）

軽減総額(実人

員数)人

Ａの１％

本来受領すべき利用者負担総額　Ａ　2,000,000円

控除分 1,825,000円

減免総額　Ｂ　175,000円

法人が1/2負担

78,000円（千円未満切上） （＠25,000×7人＋＠50,000×33人）

全利用者(減免対象者及び対象者以外）の自己負担として

全額公費分※１

（Ｂ＜Ｃ）＝0

※２(Ｂ－Ｃ)

控除額

１％相当額（Ａ×

0.01）

１／２

公費分※３(Ｂ-Ｅ)×0.5

※４(Ｃ-Ｅ)×0.5

※５(Ｂ<Ｅ)＝0

77,000円（千円未満切捨）

25,000円 50,000円

10％相当額（Ａ

×0.１）

20,000円 事業所が受領した額

25,000円

公費で1/2負担法人負担

減免

ｄデイサービ

スは補助金あ

り

=A3×0.01 =(B3-E3)×0.5 =F3（千円未満切捨）

例３

 

 

 

 

・eデイサービスの利用者60人のうち1人が軽減対象者
・一人あたりの利用者負担（10%負担・食費の合計）が50,000円（軽減前）

軽減対象者 軽減対象者以外

(1人) (59人)

自己負担 自己負担

補助要綱【第２号様式の13】の記入例
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

Ａ１ Ｂ１ Ｃ１ Ｄ１ Ｅ１ Ｆ１ Ｇ１ Ｈ１

人

法人負担額 （Ｂ－Ｇ）

助成請求額
（千円）

（Ｄ＋Ｆ）

0
通所介護

3,000,000

１／２

公費分※３(Ｂ-Ｅ)×0.5

※４(Ｃ-Ｅ)×0.5

※５(Ｂ<Ｅ)＝0

25,000

1

助成額（円）（Ｄ

＋Ｆ）

25,000 30,000 0 0

軽減総額　Ｂ

Ａの1%　500,000円

本来受領すべき利用者負担総額　Ａ　50,000,000円

本来受領すべき

利用者負担総額

（全入所者）

軽減総額(実人

員数)人

10％相当額（Ａ

×0.１）

全額公費分※１

（Ｂ＜Ｃ）＝0

※２(Ｂ－Ｃ)

控除額

１％相当額（Ａ×

0.01）

法人負担

25,000円

全入所者(軽減対象者及び対象者以外）の自己負担として

事業所が受領した額

2,975,000円

（＠25,000×1人＋＠50,000×59人）

25,000円 25,000円 50,000円

eデイサービス
は補助金なし

=A1×0.01 B1＞D1 =D1+F1

例４

軽減

 
 

※ 軽減実績が、本来受領すべき利用者負担総額の１％を超えない場合は補助金の対象と

なりません。 


